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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月1日(2021.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射ビームを放出するための光源であって、前記照射ビームが黄斑を照射し、前記照射
ビームの一部が前記黄斑から反射されて検出ビームを形成し、前記検出ビームが前記黄斑
内の黄斑色素を表す、光源と、
　前記照射ビームを前記黄斑に向けて反射し、前記黄斑からの前記検出ビームを反射する
ための第１のミラーと、を含み、
　前記照射ビーム及び前記検出ビームが、前記黄斑と前記第１のミラーとの間で離隔され
た状態を維持する、ヒトの目の黄斑を照射するための反射率測定機器。
【請求項２】
　前記照射ビーム及び前記検出ビームが、互いにオフセットされて前記第１のミラーで反
射する、請求項１に記載の反射率測定機器。
【請求項３】
　前記第１のミラーにおける、前記照射ビームの入射光線及び前記検出ビームの反射光線
が平行である、請求項１に記載の反射率測定機器。
【請求項４】
　前記照射ビームを前記黄斑に向けて反射し、前記黄斑からの前記検出ビームを反射する
ための一連のミラーをさらに含み、
　前記第１のミラーが、前記一連のミラー内に含まれる、請求項１に記載の反射率測定機
器。
【請求項５】
　前記一連のミラーが、Ｄ字形ミラーを含み、前記Ｄ字形ミラーが、前記照射ビームが前
記Ｄ字形ミラーを通過することができるように前記照射ビームの経路に対して配置され、
前記検出ビームを反射するように前記検出ビームの経路に対して配置された、請求項４に
記載の反射率測定機器。
【請求項６】
　前記検出ビームを測定するための分光器と、
　前記一連のミラーと前記分光器との間の光ファイバーケーブルと、をさらに含み、
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　前記一連のミラーが、前記検出ビームを前記光ファイバーケーブル内に反射するように
構成された、請求項４に記載の反射率測定機器。
【請求項７】
　前記照射ビーム及び前記検出ビームが、互いにオフセットされた前記一連のミラーの各
ミラーで反射し、
　前記一連のミラーが、無限焦点ミラーリレーである、請求項４に記載の反射率測定機器
。
【請求項８】
　目をモデル化し、既知の反射の反射率標準を有する較正ターゲットをさらに含み、
　前記一連のミラーが、前記ヒトの目を画像化するための、または前記反射率測定機器を
較正するために前記ヒトの目の場所に配置された前記較正ターゲットを選択的に画像化す
るための可動ミラーを含む、請求項４に記載の反射率測定機器。
【請求項９】
　前記黄斑内の黄斑色素の量を決定するために、前記検出ビームを受け取り、測定するた
めの検出システムと、
　ヒトの目を前記照射ビームで照射する前に、前記ヒトの目のライブ画像を提供するため
の画像化システムと、をさらに含む、請求項１に記載の反射率測定機器。
【請求項１０】
　前記画像化システム内の前記光源を収容する筐体であって、前記筐体が前記ヒトの目か
らの光を通過させることを可能にする窓を含む、筐体をさらに含み、
　前記画像化システムが、前記ヒトの目からの光を受け取るのに応答して前記ライブ画像
を生成するためのカメラを含む、請求項９に記載の反射率測定機器。
【請求項１１】
　前記画像化システムが、前記ライブ画像内に表示されたレティクルに基づいて、前記反
射率測定機器の位置を前記ヒトの目に関連付けるように構成された、請求項１０に記載の
反射率測定機器。
【請求項１２】
　前記ヒトの目と前記無限焦点ミラーリレーとの間であって、前記照射ビームの経路及び
前記検出ビームの経路内に、ダイクロイック折り返しミラーをさらに含む、請求項７に記
載の反射率測定機器。
【請求項１３】
　前記検出ビームを前記分光器に伝送するための第１の無限焦点レンズリレーであって、
前記第１の無限焦点レンズリレーが、前記ヒトの目の屈折率誤差を調整するために前記検
出ビームの経路に沿って並進するように構成された第１の無限焦点レンズを含む第１の無
限焦点レンズリレーと、
　前記照射ビームを前記ヒトの目に伝送するための第２の無限焦点レンズリレーであって
、前記第２の無限焦点レンズリレーが、前記照射ビームを前記黄斑に集束するために、前
記照射ビームの経路に沿って並進するように構成された第２の無限焦点レンズを含む、第
２の無限焦点レンズリレーと、をさらに含む、請求項６に記載の反射率測定機器。
【請求項１４】
　黄斑から反射する検出ビームを生成するように、照射源から黄斑へ、一連のミラーを介
して照射ビームを向ける段階と、
　前記検出ビームを前記黄斑から分光器へ、前記一連のミラーを介して向ける段階であっ
て、前記検出ビーム及び前記照射ビームが離隔された状態を維持するように、前記検出ビ
ームが、前記照射ビームからオフセットされて前記一連のミラーで反射する、段階と、
　前記検出ビームを前記分光器で受け取る段階と、
　黄斑色素の量を決定するために、前記分光器において前記検出ビームの特性を測定する
段階と、を含む、ヒトの目の黄斑内の黄斑色素の量を決定する方法。
【請求項１５】
　照射システム、検出システム及びビームダンプを含む筐体であって、前記照射システム
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が前記光源を含み、前記検出システムが、前記黄斑内の黄斑色素の量を決定するために、
前記検出ビームを受け取り、測定するように構成され、前記ビームダンプが、前記反射率
測定機器内の迷光を吸収するために、前記検出システムの光学入力と光学的に位置合わせ
された、筐体と、
　前記筐体に接続され、環境光が前記筐体に入るのを防ぐために、ヒトの目とインターフ
ェースするように構成されたアイピースと、を含み、
　前記ビームダンプ及び前記アイピースが、前記反射率測定機器が照明の点灯した環境内
で前記黄斑の前記黄斑色素を測定することができるようにする、請求項１に記載の反射率
測定機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本開示のさらなる態様によれば、ヒトの目の黄斑を照射するための反射率測定機器が提
供される。機器は、光源と、分光器と、無限焦点ミラーリレーと、を含む。光源は、黄斑
を照射する照射ビームを放出する。分光器は、黄斑から反射された照射ビームの一部であ
る検出ビームを測定する。検出ビームは、黄斑内の黄斑色素の量を表す。無限焦点ミラー
リレーは、照射ビームを光源から黄斑に向けて反射し、検出ビームを黄斑から分光器に向
けて反射する。照射ビーム及び検出ビームは、黄斑の後に、離隔された状態を維持するた
めに、互いにオフセットされて無限焦点ミラーリレーの各ミラーで反射する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本開示の別の態様によれば、ヒトの目の黄斑を照射するための反射率測定機器が提供さ
れる。機器は、黄斑を照射するために照射ビームを放出するための照射システムと、検出
ビームを測定するための分光器と、を含む。検出ビームは、黄斑で反射された照射ビーム
の一部であり、黄斑内の黄斑色素の量を表す。機器はまた、照射ビームを光源から黄斑に
向けて反射し、検出ビームを黄斑から分光器に向けて反射するための無限焦点ミラーリレ
ーを含む。反射率測定機器は、黄斑色素の量を測定するために、黄斑の画像を１秒当たり
少なくとも１００回取得し、処理するように構成される。
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